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（３）歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上手法の検討 

本章では、（２）の整理結果を踏まえて歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上のため、

スキームを検討するとともに、普及啓発資料、指針等を作成している。 

 

１） 歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上のためのスキーム検討 

本項では、歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上のためのスキームを検討し、このス

キームに基づいて政策イメージを作成している。 

 

① スキームの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２６ 基本スキーム 

 

 

 

【背景】 

【基本的スキーム】 

【課題】 

【文化財等を活かしたまちづくり・地域づくりの必要性】 

○文化審議会文化財分科会企画調査会報告書（平成１９年１０月３０日） 

～文化財の周辺環境の保護の観点等の提言～ 

・「保護対象となる文化財の周辺環境については、文化財を核とした文化的な空間を形成
し、核となる文化財の魅力を高める領域であるとの意味付けを行い、文化財と一体的に
保護・整備を行うことが必要」 

○社会資本整備審議会 今後の古都保存のあり方はいかにあるべきか。（答申）（平成２
０年２月１９日） 

・古都保存法の対象とならない都市であって、我が国にとって国民共有の資産たりうる歴
史的文化的資産が集積している都市については、古都保存行政の理念の全国展開の対象
とするべき 

○歴史的資産の多くが市街地に存在。制度的対応のない資産は急速に減少 

○歴史的資産及び一体となった歴史的環境を将来にわたって継承し、都市全体の資産とし
て活かされる取組みが都市行政として重要 

○歴史的な風土は認識されにくく、生活様式の変化等により歴史的な風土の消失も発生
し、地域の自助努力による取組みにも限界 

○歴史的資産・風土の保全・活用を軸にしたまちづくりへの展開が求められている 等 

● 全国に存在する文化財等の歴史的に重要な資産を核に、歴史的風致を保全・活
用し、これらを活かしたまちづくり・地域づくりが推進されるよう、『文化財
行政』と『まちづくり行政』が一体となった総合的な支援措置を構築 

● 市町村が作成する歴史的風致の維持・向上を目指した保全・活用計画に対し、
国として地域づくりを支援 
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文化財指定や世界文化財遺産登録のスキームを参考に、歴史的資産及び歴史的風致の維

持・向上のためのスキームを検討した結果を図－２７に示す。 

【歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上のためのスキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２７ 歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上のためのスキーム 
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② 政策のイメージ 

国指定文化財を核にまちづくりに取り組んでいる都市を選定し、政策のスキームに合わ

せて歴史的風致の維持及び向上を図る都市のイメージ（政策イメージ）を図－２８の書式

（参考例）で作成した。なお、作成した政策のイメージは別冊の資料編に掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２８ 政策イメージ（参考例） 
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２） 歴史的資産及び歴史的風致の維持・向上に関する普及啓発資料及び事例集の作

成 

本項では、上記の検討結果を踏まえて国土交通省で策定された「地域における歴史的風

致の維持及び向上に関する法律案」について、普及啓発資料としてパンフレット、プレゼ

ンテーション資料、及びホームページに掲載するためのコンテンツを作成するとともに、

関連法規等をまとめた資料編及び全国の歴史的資産の整備、保全、景観阻害・滅失事例を

とりまとめた事例集を作成している。 

なお、資料編及び事例集については別冊版として作成している。 

 

① パンフレット 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案」の普及啓発資料として、パ

ンフレットを企画・作成した。 

 

ア）パンフレットの配布対象及び目的 

パンフレットは、市町村を対象に配布するもので、法の趣旨・概要をわかりやすく伝え

ることを目的にしている。 

イ）パンフレットの構成 

 A４版見開き、表紙（１ｐ）、裏表紙（８ｐ）含み全８ページ構成 

 ２，３ｐは、歴史的風致が失われる現状、法制定の背景を記載 

 ４，５ｐは、上に法律の基本的な仕組みや法律の概要を記載 

 ６，７ｐは、事業制度の概要を記載 

ウ）パンフレット原稿 

次ページ以降に示す。 
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パンフレット案（表紙・背表紙）
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パンフレット案（２ｐ、３ｐ） 
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パンフレット案（４ｐ、５ｐ） 
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パンフレット案（６ｐ、７ｐ） 
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② プレゼンテーション資料 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案」（仮称）の説明会等に使用

するプレゼンテーション資料を作成した。 

 

 

 

 

 

 


